
 
 

特定非営利活動法人アート知っとく会	
 第２回総会 
 
 

平成 26年 3月 9日（日） 
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第 1号議案	
 理事、監事の新任、再任について 
	
 新理事	
 舟瀬純子氏	
  
第 2号議案	
 理事長、副理事長の選任について	
 
	
 	
 

定款(抜粋)	
 

第4章	
 	
 	
 役員	
 	
 

(種別及び定数)	
 	
 

第13条	
 この法人に、次の役員を置く。	
 

	
 	
 (1)理事	
 3人以上10人以下	
 	
 

	
 	
 (2)監事	
 1人以上2人以下	
 	
 

2	
 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。	
 	
 

(選任等)	
 	
 

第14条	
 理事及び監事は、総会において選任する。	
 

2	
 理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。	
 	
 

(任期等)	
 	
 

第16条	
 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。	
 

2	
 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。	
 	
 

3	
 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任

期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。	
 	
 

4	
 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければな

らない。	
 

附則	
 

3	
 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりと	
 

し、その任期は、第	
 16	
 条第1項の規定にかかわらず、2014	
 年	
 6月	
 30	
 日までとする。	
 	
 

(1)理事長	
 氏名	
 長町	
 充家	
 	
 

(2)副理事長	
 氏名	
 三澤	
 正彦	
 	
 氏名	
 福光	
 敬子	
 	
 

(3)理事	
 氏名	
 佐藤	
 賢司	
 氏名	
 大関	
 ひとみ	
 氏名	
 松﨑	
 としよ	
 氏名	
 村上	
 ひろみ	
 氏名	
 渡邉	
 美香	
 

(4)監事	
 氏名	
 佐々木	
 ひろみ	
 

	
 

第 3号議案①	
 平成 25年度事業等報告 
	
 

平成 25 年度会員数	
 	
 13 名	
 

	
 

平成 25 年度事業等報告（平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 年 3 月 31 日）	
 

年	
 月	
 日	
 時	
 場所	
 事業等内容	
 

8	
 26	
 
13:30 ~
17:00	
 

大阪教育大学天王寺キ
ャンパス西館 17 講義室	
 

第 3回アート知っとくミーティング	
 （6名）	
 Ｈ

25	
 12	
 22	
 
13:30~

17:00	
 
大阪教育大学天王寺キ

ャンパス西館 15 講義室	
 
第 4回アート知っとくミーティング	
 （10 名）	
 

3	
 9	
 
13:30~
16:30	
 

大阪教育大学天王寺キ
ャンパス西館 15 講義室	
 

第 5回アート知っとくミーティング	
 （11 名）	
 Ｈ

25	
 3	
 9	
 
16:30~
17:00	
 

大阪教育大学天王寺キ
ャンパス西館 15 講義室	
 

第 2回総会（13 名うち委任状出席者 3名）	
 

資料１	
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第 3号議案②	
 平成 25年度決算報告・監査報告 

 
 
 
 
 
 
 

資料２	
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 以上の通り報告します。 
平成 26年 3月 9日	
  

特定非営利活動法人	
 事務局	
 渡邉	
 美香 
 

監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。 
平成 26年 3月 9日	
  

監事	
 佐々木	
 ひろみ 
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第 4号議案①	
 平成 26年度事業計画案 
  

Ⅰ	
 事業の実施方針 
平成 25年度に引き続き、法人の活動内容について積極的な広報活動を行い、会員の拡大を目指す。

図画工作教育・美術教育・書道教育を通して子どもたちの人格形成を図る教育現場を支援し、豊かな

造形体験を誰もが持つことのできる地域育成に寄与することを目的として、図画工作教育・美術教

育・書道教育の連携による教育活性化事業、相談事業を行う。加えて、図画工作教育・美術教育・書

道教育活動に有効な教育資源活用システムの研究開発事業を行う。 
 

Ⅱ	
 事業の実施に関する事項 
１	
 特定非営利活動に係る事業 
（１）図画工作教育・美術教育・書道教育の連携による教育活性化事業 
【内	
 	
 容】	
 図工・美術・書道の教育実践において、それぞれの立場から教育の問題を提示し討論

する。討論会を公開し、実技表現教科の分野間の違いや共通点を探り、教育現場に生

かすことのできる内容について意見交換する。 
【実施場所】	
 大阪教育大学天王寺キャンパス 
【実施日時】	
 年 3回予定 
【事業の対象者】教育に関心がある人、教員を目指している人、教育技術を向上したい人 
 
（２） 図画工作教育・美術教育・書道教育に関する相談事業 
【内	
 	
 容】	
 図工・美術・書道教育に対する相談を受け付け応える。 
【実施場所】	
 内容により異なる 
【実施日時】	
 平成 26年 4月～平成 27年 3月 
【事業の対象者】教育に関心がある人、教員を目指している人、教育技術を向上したい人 
 
（３） 図画工作教育・美術教育・書道教育活動に有効な教育資源活用システムの研究開発事業 
【内	
 	
 容】	
 教材調査研究事業で収集したデータを若い教員や教師を目指す学生などが図工・美

術・書道の教育実践に活用できる環境としてデータベースの開発を行う。 
【実施場所】	
 大阪教育大学 
【実施日時】	
 平成 26年 4月～12月 

資料３	
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第 4号議案②	
 平成 26年度活動予算案 
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

資料４	
 


